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第 ８ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２３年８月２２日（月）午前１０時００分 

 

場      所  津市安濃庁舎２階 会議室１・２ 

 

出 席 部 会 委 員  2 野田
の だ

 久
ひさ

忠
ただ

・ 3 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・4 眞
ま

弓
ゆみ

 純一
すみかず

・5 赤塚
あかつか

 薫
かおる

 

6 青木
あ お き

 正司
しょうじ

・7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

・9 奥山
おくやま

 正夫
ま さ お

・11 後藤
ご と う

 勝
かつ

 

13 阪
さか

 芳一
よしいち

・17 牧野
ま き の

 礼
れい

吉
きち

・18 増地
ま す じ

 和久
かずひさ

・19 村
むら

治
じ

 隆史
た か し

 

23 清水
し み ず

 清
きよし

・24 中林
なかばやし

 長一
ちょういち

・41 西口
にしぐち

 正國
まさくに

・47 田中
た な か

 千
かず

福
よし

 

 

以上１６名 

 

欠 席 委 員  14 清水
し み ず

 文
ぶん

兵衛
べ え

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・西田調整担当副参事・長谷川担当副主幹 

 

総 合 支 所  河芸：服部主査 美里：山川担当主幹 安濃：紀平主査 

          芸濃：後藤副主幹  

 

議 事 録 署 名 者   6 青木
あ お き

 正司
しょうじ

 ・ 19 村
むら

治
じ

 隆史
た か し

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可の一部取消について 

（農業委員会許可・使用貸借） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・賃貸借権） 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・使用貸借） 

議案第７号 非農地証明願について 

議案第８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 
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議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて ＜別冊＞ 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   おはようございます。それでは、第８回農地部会を開会させていただきます。 

       今日は１名欠席ということで、１６名でございます。 

       それから、議事録署名者、６番 青木委員、１９番 村治委員、よろしくお

願いします。それでは、報告第１号から５号まで、事務局のほうから説明をお

願いいたします。報告案件でございますので、よろしく。 

 

事 務 局   おはようございます。第８回農地部会議案書の１ページをお願いします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。今月は、件数としまして合計２件、面積として１万１，６１１㎡で、田で

ございます。解約後は所有権移転が１件、自作に戻るのは１件でございます。 

       ２ページから６ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。これにつきましては、相続の届出によるものでございます。件数といたし

ましては１０件、面積として５万９，５１４．７３㎡、内訳としましては、田

が４万６，６５２．９５㎡、畑が１万２，８６１．７８㎡でございます。 

       続きまして、７ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。件数といたしましては７件、面積として３，１８４㎡、内訳といたしま

して、田が２，７３０㎡、畑が４５４㎡でございます。内容としましては、一

般個人住宅用地が２件、１２７㎡、共同住宅用地等が３件、２，６２９㎡、資

材置場、駐車場用地が２件で４２８㎡でございます。 

       ８ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。件数といたしましては１２件、面積として５，６３５．

９１㎡、内訳といたしまして、田が５，０４４㎡、畑が５９１．９１㎡でござ

います。内容としましては、共同住宅用地が２件、２，１８５㎡、駐車場用地

が３件、６６０㎡、一般個人住宅用地が４件、１，０７６㎡、建て売り分譲住

宅用地が２件、１，７０５㎡、境内用地が１件、９．９１㎡でございます。 

       ９ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。件数といたしましては３件、面積として５１５．２１㎡で、

畑でございます。内容としましては、一般個人住宅用地が２件、５０６㎡、道

路用地が１件、９．２１㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局より報告があったとおりでございま

す。これは報告案件ですので、よろしくお願いします。 

       それでは、続きまして、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可）、よろしくお願いいたします。 
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事 務 局   １０ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 安東、受人     、    、経営面積 １万１，３６

６㎡、渡人     、申請地 観音寺町中戸井    番、台帳地目・現況

地目とも田、現況面積 ２，４９３㎡、外１筆、合計面積 ２，７９３㎡で田

でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、労力不足のため営農拡大を希

望する受人である    、    に譲り渡ししようとするものでございま

す。 

       番号２、地区 大里、受人     、経営面積 １万２，２５１㎡、渡

人     、申請地 大里山室町西河原    番、台帳地目・現況地目と

も畑、現況面積 ３３㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、袋地であり耕作不便のため、

隣接であり営農拡大を希望する受人である    に譲り渡ししようとするも

のでございます。 

       番号３、地区 長野、受人     、経営面積 １万１，３５７㎡、渡

人     、申請地 美里町南長野中上原    番、台帳地目・現況地目

とも田、現況面積 １，９４９㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、高齢化による労力不足のため、

営農拡大を希望する受人である    に譲り渡ししようとするものでござい

ます。 

       以上、番号１から３までは、議案書にございますとおり、農地法第３条第２

項各号には該当しません。許可要件はございません。 

       以上、件数といたしましては３件、面積として４，７７５㎡、内訳といたし

まして、田が４，７４２㎡、畑が３３㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。それでは、説明が終わりました。 

       地元委員さんのご意見をお願いいたします。１番、安東。次に２番、大里。

３番、長野。１番から、安東。 

 

太田委員   はい。３番 太田です。今、事務局の説明のとおり、後継者が不在というこ

とで、分部と観音寺との距離が少しありますけれども、問題ないかと思います。

ご承認、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       ２番、私、大里でございます。現地を見てまいりまして、何ら問題なかろう

かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

       ３番、長野。 

 

村治委員   １９番 村治です。何ら問題ございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい。１番、２番、３番、地元委員さんからは異議なしの旨の発言がござい

ました。皆さん、いかがでございましょうか。 
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部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第１号については

許可することに決定いたします。 

       次に、第２号議案 農地法第４条１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 神戸、申請者     、申請地 野田滝ケ鼻    番、

台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 ２９３㎡、農地は第２種農地でござい

ます。 

       これにつきましては、申請地に一般個人住宅で分家住宅１棟、９９．３７㎡

を建築しようとするものでございます。 

       番号２、地区 長野、申請者     、申請地 美里町南長野観音寺 

    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 ２３５㎡、農地は第２種 

農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を農業用資材及び農業用機械置場用地として利

用しようとするものでございます。 

       以上、件数といたしましては２件、面積として５２８㎡で、畑でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。ただいま事務局の説明が終わりました。 

       地元委員さんの意見を伺います。それでは、１番、神戸。 

 

眞弓委員   ４番 眞弓です。今回のこの申請は、親と現在同居しており、子供が生まれ

てきましたもので、手狭になりましたことから、すぐ隣地へ、隣地の畑をつぶ

して、自宅を建設しようとするものでございまして、特段問題ございませんの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、２番、長野。 

 

村治委員   はい。１９番 村治です。現地も見てきましたが、何ら問題ございませんの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長   はい。ありがとうございました。 

       地元委員さんからは、異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかが

でございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号につ

いては、許可することに決定いたします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可の一部取消につい

て（農業委員会許可・使用貸借）、説明お願いいたします。 
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事 務 局   １２ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可の一部取消について（農

業委員会許可・使用貸借）でございます。 

       大変申しわけございませんが、議案の差しかえについてお願いを申し上げま

す。議案送付後におきまして、申請面積及び取消理由の一部に誤載があったこ

とがわかりましたので、本日配付をさせていただきました議案に差しかえをお

願いし、お詫びを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

       それでは、ご説明申し上げます。 

       番号１、地区 安濃、借り人     、貸し人     、申請地 安濃

町内多谷    番、地目 畑、現況面積 １７９㎡でございます。 

       これにつきましては、貸し人と借り人は親子関係でございまして、２筆の申

請地にまたがって一般個人住宅１棟７７．８４㎡及び車庫の転用申請につきま

して、平成２３年４月２５日に許可を行ったものでございますが、その後、測

量調査の結果、申請地の    番の宅地にかかっている部分の４４㎡部分を

分筆して、    番に合筆することとしたため、残りました１７９㎡を、今

後も畑として利用していくため、この申請面積につきまして、今回、許可の一

部取消が提出されたものでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として１７９㎡で、畑でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、説明が終わりました。 

       地元委員さんの意見をお伺いいたします。それでは、地元委員さん、よろし

くお願いいたします。 

 

中林委員   ただいま事務局のほうから説明がありましたとおり、先般、既に許可になり

ました許可人でございますが、その後、その住宅地の測量を再測量したところ、

その    に書いておりまして、それを、その    のほうへその後合筆

をいたしました。したがいまして、残った１７９㎡ということに、    は

なったわけでございます。したがいまして、この宅地として使用しない部分、

１７９㎡は許可をいただきましたけれども、今回、この許可の取消を願出した

ところでございます。現状を再測量した結果、現状と合わせたものと思われま

すので、よろしくお願いいたします。そういうことで、ご理解をお願いしたい

と思います。ただいま事務局の説明のとおり、現況と合わせたものということ

でございますので、よろしくお願いいたしたいと。 

 

議  長   異議は。 

 

中林委員   はい。もちろん、異議はございません。 

 

議  長   はい。地元委員さんが異議ない旨のことですが、皆さん、いかがでございま

しょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。それでは、異議なしと認め、議案第３号について、許可を一部取り消

すことに決定いたします。よろしくお願いいたします。 
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       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   はい。１３ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 一身田、受人     、渡人     、    、申請

地 一身田豊野てノ坪    番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 ３

８６㎡、外５筆、合計面積８３３．５２㎡で、田、農地は第２種農地でござい

ます。 

       これにつきましては、申請地に隣接する       を造築することに伴

い駐車場が減少するため、申請地を職員駐車場用地として利用しようとするも

のでございます。 

       番号２、地区 安東、受人     、渡人     、申請地 安東町木

若    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 ２４５㎡で、農地は第

２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地として利用しようとするもので

ございます。 

       番号３、地区 安東、受人     、渡人     、申請地 長岡町宮

之前    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 ２．９７㎡で、農地

は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を隣地にある農地への進入路として利用しよう

とするものでございます。 

       番号４、地区 大里、受人     、渡人     、申請地 大里野田

町里中    番、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、現況面積 １，３９９

㎡で、農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を隣地にある工場の資材置場用地、駐車場及び

倉庫用地として利用しようとするものでございますが、既に平成１３年ごろか

ら資材置場用地等として利用しており、始末書の提出がされているところでご

ざいます。 

       番号５、地区 村主、受人     、渡人     、申請地 安濃町今

徳天野山    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 １１９㎡で、農

地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地として利用しようとするものでご

ざいます。 

       番号６、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町安

濃上大谷    番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 １５６㎡で、農

地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を申請地に隣接する工場の駐車場として利用し

ようとするものでございます。 

       以上、件数といたしましては６件、面積として２，７５５．４９㎡、内訳と

いたしまして、田が９８９．５２㎡、畑が１，７６５．９７㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       地元委員さんの意見を伺います。各担当委員さん、よろしく。一身田、１番。 
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青木委員   はい、６番 青木です。現地確認の結果、    の隣で、道路に側溝もつ

いておるし、何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、２番、３番、安東。 

 

太田委員   ３番 太田です。２番の案件は、これは、現在の土地に隣接している部分で

ございまして、狭いということで、隣接しているところを申請したいというこ

とで、何ら問題ございません。周囲の対策というか、周囲に迷惑かけないよう

にということになっておりますので、問題ございません。 

       ３番の案件に関しては、これは、中勢バイパスとそこに交差する旧市道の拡

張に伴う措置の猫の額のような残ったものでございます。これも何ら問題ござ

いませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい。ありがとうございました。 

       ４番、私、大里でございます。先日、局長と私と現地を見てまいりまして、

何ら問題なかろうということでございますので、よろしくお願いをいたします。 

       はい、５番、村主。 

 

清水委員   はい、２３番、清水です。私、これ、８月１５日に現地確認行ってまいりま

して、    さんの隣地でございますそこを駐車場に転用するということで、

隣地の同意と自治会長さんの同意も得ておりますので、ご承認をおねがいしま

す。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。６番、安濃。 

 

中林委員   ２４番 中林です。これは、安濃の工業団地の一画にあります。    と

いう工場がございますが、その    の工場の隣接地の田１５６㎡でござい

ますが、今回、    が会社の、いったら従業員の駐車場ということで買い

取ろうとするものでございます。周囲は山林で、何ら問題はございませんので、

よろしく許可のほどをお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       地元委員さんからは、異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかが

でございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第４号について、

許可することに決定いたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会・賃借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい。１４ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 豊津、借り人     、貸し人     、申請地 河芸
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町影重浜新田    番、台帳地目 田、現況地目 畑、現況面積 ３２２㎡

のうち１０４㎡、外１筆、合計面積 ４５０㎡で、田、農地は第２種農地でご

ざいます。 

       これにつきましては、申請地を平成２３年度中勢沿岸流域下水道志登茂川処

理区志登茂川浄化センター北系急速ろ過施設土木建設工事に伴う現場事務所、

資材置場用地等として、許可日から平成２４年５月３０日まで一時転用しよう

とするものでございます。 

       番号２、地区 安西、借り人     、貸し人     、    、 

    、申請地 芸濃町岡本東川原    番、台帳地目・現況地目とも畑、 

現況面積 １，０４７㎡、外５筆、合計面積 ６，７１６㎡で、田が３，７２９ 

㎡、畑が２，９８７㎡でございます。 

       これにつきましては、申請地を砂利採取のため一時転用しようとするもので

ございます。なお、期間につきましては、許可後から平成２４年４月１５日ま

ででございます。 

       以上、件数といたしましては２件、面積として７，１６６㎡、内訳といたし

まして、田が４，１７９㎡、畑が２，９８７㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       地元委員さんの意見を伺います。１番、豊津。 

 

阪 委員   １３番 阪。現場を私、確認したんやけど、特に問題ないと見てきました。

よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。２番、安西。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。８月１５日に、会長さん初め立会いをさせていただきま

した。この    いうのは、従来からずっとこういうような砂利を採取され

ておる会社でございまして、もう今までからのあれで何ら問題ないと地元のほ

うでも思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さんから異議のない旨の発言がございました。皆さん、

いかがでございましょう。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。ありがとうございました。それでは、異議なしと認め、議案第５号に

ついて、許可することに決定いたします。 

       次、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・使用貸借）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   はい。１５ページをお願いします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 椋本、借り人     、貸し人     、    、申
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請地 芸濃町椋本念佛田    番、台帳地目 畑、現況地目 宅地、現況面

積 ２１２㎡、外１筆、合計面積 ３４１㎡でございます。 

       これにつきましては、申請地を、宅地敷地拡大及び駐車場用地として利用し

ようとするものでございますが、既に昭和５１年ごろから利用されており、始

末書が提出されているところでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として３４１㎡で、畑でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       地元委員さんの意見を伺います。椋本、１番。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。この、現在も、事務局の説明どおり、駐車場とか蔵の一

部に使われておるような現状でございまして、立会いさせていただきましたけ

れども、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

議  長   それでは、地元委員さんから異議なしの旨の発言がございました。皆さん、

いかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   はい。ありがとうございました。異議なしと認め、第６議案については、許

可することに決定をいたします。 

       続きまして、議案第７号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局   はい。１６ページをお願いします。 

       議案第７号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 一身田、願出者     、申請地 一身田豊野てノ坪 

    番、台帳地目 畑、現況地目 山林、現況面積 １３２㎡でございます。 

       これにつきましては、昭和５５年から、山林化し、現在に至っておりますこ

とから、非農地証明願が提出されたものでございます。 

       番号２、地区 神戸、願出者     、申請地 神戸小世古    番、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、現況面積 ７３４㎡でございます。 

       これにつきましては、昭和４４年に居宅を建築し、現在に至っておりますこ

とから、今回、非農地証明願が提出されたものでございます。 

       番号３、地区 高野尾、願出者     、申請地 高野尾町東山    番、

台帳地目 田、現況地目 山林、現況面積 １，９５０㎡でございます。 

       これにつきましては、昭和５４年から山林化し、現在に至っておりますこと

から、非農地証明願が提出されたものでございます。 

       以上、件数といたしましては３件ですが、合計欄で３件の３という字が抜け

ております。お詫びを申し上げます。３をご記入いただきますようお願いをい

たします。申しわけございませんでした。面積としましては、２，８１６㎡、

内訳といたしまして、田が１，９５０㎡、畑が８６６㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 
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       地元委員さんの意見を伺います。１番、一身田。 

 

青木委員   ６番 青木です。先日、現地確認してきましたが、もう竹が生い茂ってえら

いことになっておりますので、問題ないと思います。 

 

議  長   はい、２番、神戸。 

 

眞弓委員   ４番 眞弓です。６月２３日に現地を確認し、関係者の方に確認をしてきま

したが、その結果、２０年以上宅地で非農地証明になると思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   はい、３番、高野尾。 

 

赤塚委員   先日会長はじめ事務局の方と現地確認いたしまして、３０年余りもうこうい

う田をつくっていないということで、周りは山林があって、一番谷田で、今ま

で天水で、田をつくっておりましたけれども、もう雑木がたくさん生えてきて、

山林化したいということで、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい。 

       地元委員さんからは、異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかが

でございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、第７号議案につ

いては証明することに決定いたします。 

       続きまして、議案第８号 相続税の納税猶予に関する適格証明、事務局の説

明をお願いいたします。 

 

事 務 局   はい。１７ページをお願いします。 

       議案第８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてでございま

す。 

       番号１、地区 安東、申請者 相続人     、被相続人     、相

続日 平成２２年９月２５日、申請地 渋見町二ノ坪   番、台帳地目・現

況地目とも田、面積 ２，０５８㎡、外４筆、合計面積 ９，３６２㎡で、田

が９，１９１㎡、畑が１７１㎡でございます。 

       これにつきましては、被相続人と相続人は親子の関係でございまして、租税

特別措置法第７０条の６第１項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける

ために、適格者証明願が提出されたものでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として９，３６２㎡、内訳といたし

まして、田が９，１９１㎡、畑が１７１㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、事務局の説明が終わりました。 

       地元委員さんの意見を伺います。１番安東。 

 

太田委員   ３番 太田です。今の説明のとおりでございますが、継続して水稲及び野菜
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を耕作するということでございますので、何ら問題ございません。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんからは、異議のない旨の発言

がございました。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、第８号議案につ

いては証明することに決定いたします。 

       それでは、次に、別冊でお配りしました議案第９号 農業経営基盤強化促進

法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定について、事務局の説明を

お願いいたします。 

 

事 務 局   はい。 

       議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定についてご説明申し上げます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いいたします。 

       表紙を１枚めくっていただきたいと思います。 

       今月は、右下の合計欄に掲げてありますように、総合計で、３万３，７９８

㎡の集積がございました。内訳としましては、貸借関係のみでございます。 

       それでは、各地区別に、一番下の合計欄でご説明いたします。 

       津地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて８，９９７㎡、畑

の使用貸借が１９１㎡で、件数的には５件でございました。所有権移転はござ

いませんでした。 

       河芸地区につきましては、田の使用貸借が２，６１７㎡で、畑の使用貸借が

８９２㎡で、件数的には１件でございました。所有権移転はございませんでし

た。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借が、合わせて２万８１６㎡

で、畑の使用貸借が２８５㎡で、件数的には３件でございました。所有権移転

はございませんでした。 

       芸濃地区、美里地区及び香良洲地区につきましては、集積はございませんで

した。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて３万２，４３０㎡で、

畑の集積が、使用貸借のみで１，３６８㎡で、総合計が３万３，７９８㎡で、

９件となっております。 

       認定農業者への集積状況は、２件で８，０８１㎡となっており、先月に比べ

面積では約４％、件数でも約４％となっております。 

       なお、内訳は、計画の概要のとおりでございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 

 

議  長   はい。事務局の説明が終わりました。皆さん、いかがでございましょうか。 
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部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定について適正であると認め、市長に進

達することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

 

 

                             午後１０時４３分 

  

上記は、第８回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２３年８月２２日 

 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              

 


